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第１ 本書面の概要

本書面では、仮に、現行民法及び戸籍法の基本構造を、婚姻成立に異性要件（令

和６年１２月２７日付け補充書面（９）３頁）という過剰な要件を課したものと

理解するのではなくのではなく、主張Ⅳ（同日付け補充書面（８）５頁）におけ

る前提のとおり、「異性間の婚姻のみを定めたもので、同性間の婚姻については

何も定めていない」として、立法不存在、立法不作為と理解する場合においても、

本申立ての認容が裁判所による立法行為にはならないことを、国籍法違憲判決の

藤田宙靖裁判官意見に照らして述べる。

裁判所は本申立てに対する審判として、本件市長に本件婚姻届の受理を命じる

ことができ、そうすべきである。

ただし、申立人らは、上記のような主張Ⅳの前提自体に同意しないことは、既

に繰り返し主張Ⅰ、Ⅱにおいて述べているとおりである。

第２ 国籍法違憲判決における藤田宙靖裁判官の意見

１ 国籍法違憲判決

(1) 本申立てにおいて、仮に、婚姻に係る現行民法及び戸籍法の諸規定について、

「異性間の婚姻のみを定めたもので、同性間の婚姻については何も定めていな

い」（立法不存在、立法不作為）と理解する場合、国籍法違憲判決（最大判平

成２０年６月４日民集６２巻６号１３６７頁､甲Ａ７６）でいえば、藤田裁判

官意見（同２８頁以下）及び甲斐中裁判官・堀籠裁判官反対意見（同３９頁以

下）における国籍法の基本構造の理解の仕方と同様であり、これら意見の思考

と同じスタートラインに立つことになる。

(2) すなわち、国籍法違憲判決当時の同法３条１項は、「父母の婚姻及びその認

知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの（日本国民であつた

者を除く。）は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合
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において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本

国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得す

ることができる。」としていた（甲Ａ３７０・２頁冒頭）。

(3) 法廷意見は、同法３条１項の「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した

こと」（準正要件）を、届出による国籍取得の「過剰な要件」と理解し、上告

人らの日本国籍を判決で確認した（甲Ａ１・１９３～１９４頁参照）。

本件においても、現行民法及び戸籍法において、婚姻成立に「異性要件とい

う過剰な要件」が課されていると理解する場合、すでに述べたとおり、当該要

件は違憲無効であり（憲法９８条１項参照）、本件婚姻届は、日本法でも有効

な婚姻を報告する届出（戸籍法４１条）であって不受理とされるべき根拠がな

く、裁判所は、本件婚姻届の受理を命じなければならない【主張Ⅲ】（本件家

事審判申立書１８１頁以下、補充書面（６）３０頁等）。

(4) 他方で、甲斐中裁判官・堀籠裁判官の反対意見（甲Ａ７６・３９頁以下）は、

「国籍法が日本国籍を付与するものとして規定している要件に該当しない場合

は、日本国籍の取得との関係では、白紙の状態が存在するにすぎない。すなわ

ち、日本国籍を付与する旨の規定を満たさない場合には、国籍法の規定との関

係では、立法の不存在ないし立法不作為の状態が存在するにすぎない」と理解

した。

(5) 藤田宙靖裁判官意見（甲Ａ７６・２８頁以下）も、次のとおり述べ、法の基

本構造の理解については上記甲斐中・堀籠反対意見に同意した。

「現行国籍法の基本構造を見ると、子の国籍の取得については出生時におい

て父又は母が日本国民であることを大原則とし（２条）、日本国籍を有しない

者が日本国籍を取得するのは帰化によることを原則とするが（４条）、同法３

条１項に定める一定の要件を満たした者については、特に届出という手続によ

って国籍を取得することができることとされているものというべきである。し

たがって、同項が準正要件を定めているのは、準正子でありかつ同項の定める
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その他の要件を満たす者についてはこれを特に国籍取得の上で優遇する趣旨な

のであって、殊更に非準正子を排除しようという趣旨ではない。言い換えれば、

非準正子が届出という手続によって国籍を取得できないこととなっているの

は、同項があるからではなく、同法２条及び４条の必然的結果というべきなの

であって、同法３条１項の準正要件があるために憲法上看過し得ない差別が生

じているのも、いわば、同項の反射的効果にすぎないというべきである。それ

故また、同項に準正要件が置かれていることによって違憲の結果が生じている

のは、多数意見がいうように同条が「過剰な」要件を設けているからではなく、

むしろいわば「不十分な」要件しか置いていないからというべきなのであって、

同項の合理的解釈によって違憲状態を解消しようとするならば、それは「過剰

な」部分を除くことによってではなく、「不十分な」部分を補充することによ

ってでなければならないのである。同項の立法趣旨、そして本件における違憲

状態が何によって生じているかについての、上記に述べた考え方に関する限り、

私は、多数意見よりはむしろ反対意見と共通する立場にあるものといわなけれ

ばならない。」

２ 藤田裁判官意見

(1) 藤田裁判官意見は、国籍法の基本構造について前記の理解に立ちつつも、次

のとおり述べて、判決主文によって上告人らの日本国籍を確認し、直接救済す

ることに賛同した（下線は代理人）。

「問題は、本件における違憲状態を解消するために、上記に見たような国籍

法３条１項の拡張解釈を行うことが許されるか否かであって、この点に関し、

このような立法府の不作為による違憲状態の解消は専ら新たな立法に委ねるべ

きであり、解釈によってこれを行うのは司法権の限界を超えるものであるとい

う甲斐中裁判官、堀籠裁判官の反対意見には、十分傾聴に値するものがあると

言わなければならない。それにもかかわらず、本件において私があえて拡張解
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釈の道を選択するのは、次のような理由による。

一般に、立法府が違憲な不作為状態を続けているとき、その解消は第一次的

に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題

が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手

続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が法の下の平等原則違反である

ような場合には、司法権がその不作為に介入し得る余地は極めて限られている

ということ自体は否定できない。しかし、立法府が既に一定の立法政策に立っ

た判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考え

るならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余

地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受

けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示してい

る基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的拡張解釈により違

憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。これを

本件の具体的事情に照らして敷衍するならば、以下のとおりである。

先に見たとおり、立法府は、既に、国籍法３条１項を置くことによって、出

生時において日本国籍を得られなかった者であっても、日本国民である父親に

よる生後認知を受けておりかつ父母が婚姻した者については、届出による国籍

取得を認めることとしている。このこと自体は、何ら違憲問題を生じるもので

はなく、同項自体の効力については、全く問題が存在しないのであるから（因

みに、多数意見は、同項が「過剰な」要件を設けていると考えることから、本

件における違憲状態を理由に同項全体が違憲となる理論的可能性があるかのよ

うにいうが、同項が設けられた趣旨についての上記の私の考え方からすれば、

同項自体が違憲となる理論的可能性はおよそあり得ない。）、法解釈としては、

この条文の存在（立法者の判断）を前提としこれを活かす方向で考えるべきこ

とは、当然である。他方で、立法府は、日本国民である父親による生後認知を

受けているが非準正子である者についても、国籍取得につき、単純に一般の外
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国人と同様の手続を要求するのではなく、より簡易な手続によって日本国籍を

取得する可能性を認めている（同法８条）。これらの規定の基盤に、少なくと

も、日本国民の子である者の日本国籍取得については、国家の安全・秩序維持

等の国家公益的見地からして問題がないと考えられる限り優遇措置を認めよう

とする政策判断が存在することは、否定し得ないところであろう。そして、多

数意見も指摘するとおり、現行法上準正子と非準正子との間に設けられている

上記のような手続上の優遇度の違いは、基本的に、前者には我が国との密接な

結び付きが認められるのに対し、後者についてはそうは言えないから、との国

家公益上の理由によるものと考えられるが、この理由には合理性がなく、した

がってこの理由による区別は違憲であるというのが、ここでの出発点なのであ

る。そうであるとすれば、同法３条１項の存在を前提とする以上、現に生じて

いる違憲状態を解消するためには、非準正子についても準正子と同様の扱いと

することが、ごく自然な方法であるということができよう。そして、このよう

な解決が現行国籍法の立法者意思に決定的に反するとみるだけの理由は存在し

ない。もっとも、立法政策とては、なお、非準正子の中でも特に我が国に一定

期間居住している者に限りそれを認める（いわゆる「居住要件」の付加）とい

ったような選択の余地がある、という反論が考えられるが、しかし、我が国と

の密接な結び付きという理由から準正子とそうでない者とを区別すること自体

に合理性がない、という前提に立つ以上、何故に非準正子にのみ居住要件が必

要なのか、という問題が再度生じることとなり、その合理的説明は困難である

ように思われる。このような状況の下で、現に生じている違憲状態を解消する

ために、同項の対象には日本国民である父親による生後認知を受けた非準正子

も含まれるという拡張解釈をすることが、立法者の合理的意思に抵触すること

になるとは、到底考えられない。

他方で、本件上告人らについてみると、日本国籍を取得すること自体が憲法

上直接に保障されているとは言えないものの、多数意見が述べるように、日本
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国籍は、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受

ける上で極めて重要な意味を持つ法的地位であり、その意味において、基本権

享受の重要な前提を成すものということができる。そして、上告人らが等しく

日本国民の子でありながら、届出によってこうした法的地位を得ることができ

ないでいるのは、ひとえに、国籍の取得の有無に関し現行法が行っている出生

時を基準とする線引き及び父母の婚姻の有無による線引き、父母のいずれが日

本国民であるかによって事実上生じる線引き等、本人の意思や努力の如何に関

わりなく存在する様々の線引きが交錯する中で、その谷間に落ち込む結果とな

っているが故なのである。仮にこれらの線引きが、その一つ一つを取ってみた

場合にはそれなりに立法政策上の合理性を持つものであったとしても、その交

錯の上に上記のような境遇に置かれている者が個別的な訴訟事件を通して救済

を求めている場合に、先に見たように、考え得る立法府の合理的意思をも忖度

しつつ、法解釈の方法として一般的にはその可能性を否定されていない現行法

規の拡張解釈という手法によってこれに応えることは、むしろ司法の責務とい

うべきであって、立法権を簒奪する越権行為であるというには当たらないもの

と考える。なお、いうまでもないことながら、国籍法３条１項についての本件

におけるこのような解釈が一般的法規範として定着することに、国家公益上の

見地から著しい不都合が存するというのであれば、立法府としては、当裁判所

が行う違憲判断に抵触しない範囲内で、これを修正する立法に直ちに着手する

ことが可能なのであって、立法府と司法府との間での権能及び責務の合理的配

分については、こういった総合的な視野の下に考察されるべきものと考える。」

(2) 国籍法３条１項の基本構造について、準正要件により憲法１４条１項違反

の結果が生じたことを、仮に、「過剰な」要件によるものとは理解せず、「不

十分な」要件しか置いていないものと理解する場合、藤田裁判官意見は、国会

の立法権と、司法に与えられた法の解釈権及び違憲立法審査権による個別事件

の当事者の救済という役割とを両立させる判断であって、相当である。
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第３ 「立法府が既に示している基本的判断」

１ 立法府は、異性婚については憲法２４条の要請を具体化していること

(1) 前記の国籍法違憲判決の藤田裁判官意見（７頁）に即し、まず「立法府が既

に示している基本的判断」を確認すると、婚姻制度に関する立法府の基本的判

断は、異性婚については、昭和２２年民法改正の経緯からも明らかなとおり、

憲法２４条の制定に伴い、その要請を具体化するということである。

具体的には、民法７３９条１項で、「婚姻は、戸籍法の定めるところによっ

て、その効力を生ずる。」とし、民法７４２条で、「婚姻は、次に掲げる場合

に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をす

る意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届

出が第７３９条第２項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのた

めにその効力を妨げられない。」等として、当事者の婚姻意思が合致しさえす

れば、届出のみによって婚姻を認めることを基本とした上、例外的に、婚姻が

禁じられる場合について婚姻取消事由として制限的に列挙する方法を採ってい

る（婚姻適齢、重婚禁止、近親婚等の禁止等）。

なお、明治民法下においても、法文上、婚姻無効事由等は制限列挙されてい

た（明治３１年制定の民法７７８条等）。ただし、戸主の同意等の要件が課さ

れ（同７５０条）、当事者間の自由な意思決定による婚姻は認められていなか

った。

（甲Ａ２２５の１・７～８頁、甲Ａ２９３・２９～３１頁、甲Ａ２９４・９

頁、甲Ａ２９５・３７４～３７６頁、甲Ａ３３６・１８６～１８７頁）

(2) 近時の法改正を見ても、最高裁平成２７年１２月１６日の再婚禁止期間の一

部違憲判決（甲Ａ６）を受け、国会は、平成２８年法律７１号「民法の一部を

改正する法律」により、女子の再婚禁止期間を「六箇月」から「百日」に改正

した上、附則において、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この
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法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り

方について検討を加えるものとする。」とした（甲Ａ３７１（条文）、甲Ａ２

６１・４１頁以下）。上記最高裁判決は、女子の再婚禁止期間のうち百日を超

えない部分は合憲と判断したが、衆参両院の法務委員会では、再婚禁止期間そ

のものの廃止についても議論がなされた（甲Ａ２６１・４４頁）。

続いて、令和４年法律第１０２号「民法の一部を改正する法律」では、再婚

後に生まれた子は再婚の夫の子と推定するという改正がなされ、それに伴って、

父性推定の重複がなくなり再婚禁止期間そのものが廃止された（甲Ａ３７２）。

また、平成３０年法律第５９号「民法の一部を改正する法律」では、婚姻適

齢（民法７３１条）が、男子１８歳、女子１６歳であったものが、男女問わず

「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。」と改正された（令

和４年４月１日施行）（甲Ａ３７３）。当該改正の理由は、直接的には成人年

齢引下げに伴うものであるが、もともと男女で年齢に差があったのは「身体的

な成熟度」が重視されていたためと思われるものの、時代の変化に合わせ、社

会での経験や、家庭を支えていく経済力を重視すべきとなったこと、夫婦とし

て共同生活を送るために必要な社会的・経済的な成熟度は男女で違いはないこ

と、国連からも男女差を解消するよう求められていたことが挙げられている（甲

Ａ３７４、３７５）。

(3) 以上を見ると、婚姻の成立要件に関する「立法府の基本的判断」は、必要性

の乏しい性差を解消して両性の平等を図ると共に、必要性の乏しい婚姻への制

約をできる限り廃し、婚姻が、自由で平等な意思決定により成立すべきである

ことを具体化していくものである。

異性間の婚姻について、立法府はまさに、憲法２４条の要請を法制度におい

ても具体化することを、基本的判断としてきたのである。

２ 立法府は、同性婚については正当な理由なく無視していること



- 11 -

(1) 他方で、同性婚についての立法府の基本的判断を見ると、明治民法制定時に

は、民法起草者により、同性間の婚姻というものがないことは「言ワズシテ明

カ」とされていた（甲Ａ９・１１８頁）。

明治民法時代も、婚姻の目的は子を得ることのみではなく、生殖不能や生殖

の意思のないことは、婚姻の無効原因や取消原因にされず、離婚原因にもされ

なかったにも関わらず、同性間の婚姻は、「客観的に婚姻なりと見られる結合」

ではないから無効であると断じられるのみで、帝国議会で議論された形跡はな

い。（令和６年１月２６日付け補充書面（２）１７～１８頁。なお、関連する

国家賠償請求事件の東京高裁令和６年１０月３０日判決も、同性婚を認めない

ことが憲法１４条１項等に違反するとの判断にあたり、我が国の婚姻制度が、

子の生殖の能力や意思があることは婚姻の要件としてこなかったことを論拠の

一つとしている（甲Ａ３９０・５２頁）。）

(2) 憲法制定に伴う昭和２２年民法改正当時も、帝国議会において、同性婚につ

いて議論された形跡はない（前記補充書面（２）２２頁以下、甲Ａ３５１）。

(3) そのような立法府の態度は、当時、同性愛は、精神医学や教育分野において、

「変態性欲」「異常性欲」として治療すべき精神障害であり、「健全な社会道

徳に反し、性の秩序を乱す」ものであると見做されていたことに起因する（前

記補充書面（２）１０～４８頁）。

すなわち、当時の立法府は、民法及び戸籍法の制定、改正において、同性同

士による婚姻を制度化するということがあり得るということについての認識が

ないに等しかったと言える（千葉勝美『同性婚と司法』（甲Ａ３５２）１３６

頁参照）。

(4) ところが、その後、精神医学や心理学の領域において、精神疾患であるなど

のかつての誤認識は是正された。

すなわち、米国精神医学会は、１９７３年（昭和４８年）、同性愛を同学会

の精神障害のリストから取り除くとの決議を行い、１９７５年（昭和５０年）
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には、米国心理学会も、上記米国精神医学会の決議を支持し、同性愛それ自体

では、判断力、安定性、信頼性、一般的な社会的能力又は職業遂行における障

害を意味しないとの決議を採択した。

米国精神医学会は、１９８０年（昭和５５年）に刊行した精神障害のための

診断と統計の手引き第３版（ＤＳＭ－Ⅲ）において、同性愛は、同性愛者であ

る患者が、同性愛的興奮の持続したパターンが嫌で、持続的な苦悩の源泉であ

ったと訴える場合のみが精神疾患に当たるものと改訂したが、これも１９８７

年（昭和６２年）に刊行された第３版の改訂版（ＤＳＭ－Ⅲ－Ｒ）においては

削除され、同性愛は精神疾患とはされなくなった。

世界保健機関は、１９９２年（平成４年）、同性愛を疾病分類から削除した

国際疾病分類改訂第１０版（ＩＣＤ－１０）を発表した。世界保健機関は，併

せて，同性愛はいかなる意味でも治療の対象とならない旨宣明した。

我が国においても、昭和５６年頃には、同性愛は、当事者が普通に社会生活

を送っている限り、精神医学的に問題にすべきものではなく、当事者が精神的

苦痛を訴えるときにだけ治療の対象とすれば足りるとの知見が広まり，その後，

我が国の精神医学上，精神疾患とはみなされなくなった。

（以上につき、関連する国家賠償請求事件の札幌地裁令和３年３月１７日判

決（甲Ａ２２５の１・９頁以下。控訴審である札幌高裁令和６年３月１４日判

決（甲Ａ３４８の１）もこれを維持）等参照）

(5) 同性愛に関する精神医学、心理学領域のかつての誤認識が是正された、とい

う前記の立法事実は、平成初期の国内判決ですでに認定されていた（府中青年

の家事件の東京地裁平成６年３月３０日判決（甲Ａ２８・１６９頁）、その控

訴審である東京高裁平成９年９月１６日判決（甲Ａ２９・２０７頁））。

府中青年の家事件は、「日本の社会において表面に出ることの少なかった同

性愛者らが自ら裁判上その権利を主張した事件としてマスコミにも取り上げら

れ話題にな」り（甲Ａ２８・１６３～１６４頁）、当然立法府においても、そ
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の存在を知る訴訟であった。

(6) ところが、その頃の国会で、同性愛者らや同性カップルの関係性の法的保護

について審議された形跡はない。国会会議録システムで「同性愛者」のキーワ

ードで検索しても、ヒットするのはＨＩＶの感染予防の話題ばかりである（甲

Ａ３７６）。

(7) それから３０年近くが経過した現在も、立法府では、同性カップルの関係性

に法的保護を与えるという方針に基づく審議は、始まる様子すらない（甲Ａ２

１１～２１６、１２０）。

令和３年２月２５日には、衆議院法制局が、「憲法十三条や十四条等の他の

憲法条項を根拠として、同性婚の法制度化は憲法上の要請であるとするような

考えなどは、いずれも十分に成り立ち得るもの」と答弁したにも関わらず（甲

Ａ２５９・４０頁以下、家事審判申立書１０７頁）、立法府の前記方針に変化

は見られない。

同性婚に係る一連の国家賠償請求訴訟の最初の違憲判決であった札幌地裁令

和３年３月１７日判決（甲Ａ２２５）の後は、法務委員会を中心に繰り返し同

性婚に関する質問がされるようになった（令和６年５月２日に国会会議録検索

システムで「同性婚」をキーワードとして検索したところ、２１１通の会議録

がヒットし、このうち１４３通は、札幌地裁令和３年３月１７日判決以後のも

のである、甲３７７の１～３）。

それでも、上記の立法府の方針に変化はみられない。札幌高裁令和６年３月

１４日判決（甲Ａ３７８）後の同月２２日参議院法務委員会においても、小泉

龍司法務大臣は、同性婚に反対する国民がいるということを理由に、法制審議

会に諮問することすら拒否している（甲Ａ３７８）。

石破茂内閣総理大臣も、令和２年９月の自由民主党総裁選出馬時には同性婚

等の導入に前向きな発言をしていたものの（甲Ａ１２４）、総理大臣就任後の

国会答弁は、従前の政府答弁を踏襲するのみである（甲Ａ３８８、３８９）。
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(8) 以上から明らかなとおり、立法府は、同性婚については立法化の検討自体を

拒否し、無視している。

この点、千葉勝美元最高裁判事も、「憲法の関係規定からして、異性婚だけ

でなく同性婚も婚姻とする法制度を制定すべきことが要請されている状態」で

あるのに、「国会が正当な理由なくこの憲法上の要請を無視し続けている」と

指摘している（甲Ａ３５２・１４９頁参照）。

(9) 以上から明らかなとおり、立法府は、同性婚については正当な理由なく無視

している。

このように同性婚を無視し続ける立法府の「基本的判断」は、正当な理由が

ない以上、裁判所が直接救済を検討するにあたって考慮することはできない。

すると、裁判所が直接救済を検討するにあたっては、「異性婚について、婚

姻成立について必要性の乏しい性差を撤廃し平等を図ると共に、必要性の乏し

い制約は排除して、憲法２４条の要請を具体化することとしてきた立法府の基

本的判断」のうち、「異性婚に限るという部分」を除外して、当該判断は同性

婚についても及ぶものとして扱うこととなる。

第４ 同性婚についての「合理的な選択の余地」

１ 同性婚について立法せざるをえないこと

藤田裁判官意見のいう「未だ具体的な立法がされていない部分」である同性

婚について、「合理的な選択の余地」を検討すると、同性婚を認めないことが

憲法２４条１項ないし１３条１項、１４条１項及び２４条２項に違反する以上、

国会が同性婚について何らの立法もなさないままいることは許されず、立法府

は、同性婚を認める立法をしなければならない。

２ 同性婚は当事者の合意と届出のみで婚姻が成立する制度とすべきこと

同性婚についての法制度は、当事者の合意と届出のみで婚姻を認める制度に

せざるをえない。
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なぜならば、同性婚についてのみ、当事者の合意と届出以外の要件を課すこ

とは、憲法２４条１項ないし１３条１項に違反するし、現行の異性婚制度との

比較において１４条１項及び２４条２項に違反する。

したがって、立法府が今後なしうる「合理的な選択」は、同性間についても、

当事者の合意と届出のみによって婚姻が成立するという制度にすることに限ら

れる。

３ 同性婚の具体的制度は現行制度の拡張ないし補充によるべきこと

そのための具体的な法制度の枠組みとしても、憲法１４条１項及び２４条２

項の要請からして、現行制度の「婚姻」とは別の「新たな「婚姻」制度」を創

設することによることは許されず（家事審判申立書１６３頁以下参照）、現行

制度の拡張ないし補充によるという選択肢に限られる。

また、同性婚についてのみ登録・公証の制度を設けないことも許されないし、

戸籍制度とは別の新たな登録・公証の制度を新設することも許されない（憲法

１４条１項及び２４条２項）。

この点、国籍法違憲判決の藤田意見も、「現に生じている違憲状態を解消す

るためには、非準正子についても準正子と同様の扱いとすることが、ごく自然

な方法である」と述べるとおりである。

すると、立法府が今後なしうる「合理的な選択」は、現行の婚姻制度と同一

の実体的、手続的要件によって婚姻を同性間にも認めるとともに、その婚姻を、

異性婚と同じ戸籍制度によって登録、公証するという制度に限定される。

４ 日本人が外国で挙行した同性婚

本件のように日本人が外国で挙行した同性婚に関しても、憲法１４条１項及

び２４条２項が、同性婚について現行婚姻制度と同じ要件等とすべきことを要

請している以上、仮に、同性婚に通則法２４条１項を適用すると解するとして

も（令和６年１２月２７日付け補充書面（９）参照）、当該日本人の本国法で

ある（異性要件以外の）民法の要件を満たす限り、当該外国における婚姻をも
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って、日本法上も有効な婚姻として扱い、戸籍法４１条による報告的届出を受

理するものとすることが、立法府がなしうる唯一の「合理的な選択」である。

５ 小括

以上に述べたとおり、同性婚に関し、立法府が取りうる「合理的な選択の余

地」は、現行の婚姻制度と同一の実体的、手続的要件によって婚姻を同性間に

も認めるとともに、その婚姻を、異性婚と同じ戸籍制度によって登録、公証す

るという制度とし、日本人が外国で挙行した同性婚についても、日本人が外国

で挙行した異性婚と同様に取扱う制度とする、というたった一つの方法に限定

される。

第５ 「著しく不合理な差別を受けている者を個別的な裁判の範囲内で救済」す

る必要性について

１ 同性婚が認められないことによって同性カップルが受ける不利益

この点は、主張Ⅰ乃至Ⅳに共通する事柄であるため、本書面と同時に提出す

る補充書面（１１）で述べる。

２ 同性婚について立法府が正当な理由なく無視し続けていること

同性婚について立法府が正当な理由なく無視し続けているのは、前記第３の

とおりである。

立法府のこれまでの態度からすれば、単に裁判所が違憲の宣言をなすだけで

は、その後の具体的立法の作業においても、「国民的コンセンサスの必要性」

に藉口し、憲法上は無用な議論に時間を浪費すること等も容易に想像できると

いうべきであって、その間、申立人らをはじめとする同性カップルは、婚姻す

ることができず、前記１の不利益を受け続けなければならない。

３ 小括

以上により、本件において、著しく不合理な差別を受けている申立人らを、

個別的な裁判の範囲内で救済することは必須である。それが司法の役割である
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ことは、令和６年１２月２７日付け補充書面（８）に詳述したとおりである。

第６ 「現行法の合理的拡張解釈」により救済できること

１ 現行法の合理的拡張解釈によることができること

国籍法違憲判決藤田意見にいう「現行法の合理的拡張解釈」による救済がで

きることについては、既に繰り返し、同性婚については現行民法及び戸籍法の

合憲拡張（補充）解釈によって認めることができることを主張したとおりであ

る（家事審判申立書７３頁以下【主張Ⅱ】、補充書面（８））。

２ 戸籍編製がなせない間も婚姻届受理証明書によることが可能であること

仮に、戸籍の記載方法については合憲拡張（補充）解釈が困難であるという

解釈を採り、戸籍法改正が完了するまで戸籍編製がなせないと考える場合にお

いても、その間、婚姻届受理証明書によることは可能であるから（最大決令和

３年６月２３日の宮崎宇賀反対意見（甲Ａ２４２）、甲Ａ３８９、本件の二宮

意見書（甲Ｃ１））、同性の婚姻届を不受理とすべきことにはならない。

３ 日本人と外国人の同性婚には戸籍法をそのまま適用できること

さらに、本件のような日本人と外国人の同性婚については、日本人のみの新

戸籍が編製等され（戸籍法１６条３項）、その身分事項欄に外国人との婚姻が

記載されることとなるが、二宮意見書（甲Ｃ１）１０頁のとおり、現行戸籍に

は性別欄はなく、父母との続柄で「長男」「長女」「二男」「二女」などど記載

されるだけなので、上記、外国籍配偶者の性別は記載されない。身分事項の「婚

姻」記載は、実は性中立的なのである。せいぜい配偶者の名が男性的な名か、

女性的な名かによって、性別が推測される可能性があるにすぎない。本件のよ

うな日本人と外国人の同性カップルの婚姻の届出を受理した場合には、現行戸

籍法や戸籍法施行規則をそのまま適用すればよく、戸籍の編製や記載方法を改

める必要も、通達や通知等によって修正する必要もない。

４ 小括
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以上のとおり、同性婚については現行法の合理的拡張解釈による救済は十分

可能であって、さらに、本件のような日本人と外国人の同性婚については、戸

籍法について現在の文言をそのまま適用することによって救済することができ

る。

国籍法違憲判決の藤田意見も、「上記のような境遇に置かれている者が個別

的な訴訟事件を通して救済を求めている場合に」、「法解釈の方法として一般

的にはその可能性を否定されていない現行法規の拡張解釈という手法によって

これに応えることは、むしろ司法の責務というべきであって、立法権を簒奪す

る越権行為であるというには当たらない」と述べるとおりである。

第７ 結論

よって、仮に、現行民法及び戸籍法の基本構造を「異性間の婚姻のみを定め

たもので、同性間の婚姻については何も定めていない」（立法不存在、立法不

作為）と理解する場合においても、裁判所は本申立てに対する審判として、本

件市長に本件婚姻届の受理を命じなければならない。
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